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更生保護学の展開に関する論考

更生保護学会の発端

前近畿地方更生保護委員会委員長山国憲児

(要約）

本稿は更生保護学会が立ち上がるまでの制度発足時から現在までの64年間における，更生

保護に関する学会，研究会，勉強会などの動きを概観したものである。

まず，GHQが，更生保護制度には，研究的な役割をも期待し，新たな制度においては，短

期間ではあったが,｢犯罪学課｣という行政組織が置かれ，犯罪についての科学的な調査研究を

担っていたことを明らかにした。

次に，近畿における職場の研究会の動きを紹介し，これらをベースにして1970(昭和45)年

に｢近畿更牛保護学会｣が誕生したことを紹介した。この学会は宮中心のものであるが，これ

に呼応するかのように保護司を中心とする｢更生保護大学｣が1976(昭和51)年に誕生し，やが

てこの大学が更生保護学会へと名称変更していった経緯を明らかにした。

そして，主に関東における研究会の動きを紹介した。

最後に，本学会が発展するには，学会員の研究，研鐙意欲が大切であり「われらの学会｣意

識が育つことであると提言した。
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⑪はじめに

更生保護の分野は理論が乏しいといわれて

きた。医学でもなく，心理学でもなく，社会

学，法律学でもない総合的な人間科学とでも

いえるものがあるのではないかと思われてき

た。そしてようやく｢更生保護学会｣が誕生し

た。更生保護制度がl9Ml9(昭和24)年７月１日に

出来上がってから64年目のことである。しか

し｢更生保護学会｣が立ち上がるまでに何もな

かったのかというと，そうではない。本稿で

は,「更生保護学会｣が立ち上がるまでにあっ

た，その萌芽ともいえる｢近畿更生保護学会」

のことや，その他の研究会などのことを記録

に留めておくことが今後の更生保護学の発展

に必要ではないかと思い，筆をとることとし

たものである。

なお，本稿においては敬称を省略させてい

ただくこととした。

②更生保護制度スタート時点での

組織に対する研究への期待

繰り返すが1949(昭和24)年７月１日，犯罪

者予防更生法によって更生保護制度はスター

トしたのであるが，同法案は．昭和14年に施
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